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「業
者
か
ら
バ
ッ
ク
マ
ー
ジ
ン
」 

一
般
社
団
法
人
マ
ン

シ
ョ
ン
リ
フ
ォ
ー
ム
技

術
協
会
（m

a
rta

、
柴
田

幸
夫
会
長
）
は
１
１
月
３

０
日
発
行
の
会
報
誌
第

２
５
号
で
、
「
不
適
切
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
問
題
へ

の
提
言
～
マ
ン
シ
ョ
ン

改
修
業
界
の
健
全
な
発

展
の
た
め
に
～
」
を
発
表

し
た
。 

工
事
関
係
者
か
ら
バ

ッ
ク
マ
ー
ジ
ン
を
取
る

こ
と
に
腐
心
す
る
「
不
適

切
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
」

の
存
在
を
厳
し
く
非
難

し
て
い
る
。 

提
言
はm

a
rta

の
個

人
会
員
一
同
に
よ
る
も

の
で
、
設
計
・
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
た
ち
。 

大
規
模
修
繕
工
事
の

設
計
管
理
方
式
で
は
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
仕
様

書
作
成
や
施
工
業
者
選

定
支
援
を
行
う
が
、
不

適
切
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

は
管
理
組
合
に
「
異
常

に
安
い
」
コ
ン
サ
ル
ト

費
用
を
提
示
し
、
工
事

会
社
か
ら
バ
ッ
ク
マ
ー

ジ
ン
を
も
ら
っ
て
い

る
と
し
、
そ
の
実
態

は
「
業
界
内
で
は
常

識
化
し
て
い
る
」
と

管
理
組
合
向
け
解
説
作
成
へ 

 

「中
小
規
模
事
業
者
」扱
い
も
… 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン 

発

表 
個
人
情
報
保
護
委

員
会
は
１
１
月
３
０

日
、
改
正
個
人
情
報
保

護
法
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
発
表
し
た
。 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
（
以
下
パ
ブ
コ

メ
）
で
は
管
理
組
合
の

位
置
付
け
や
対
応
方

法
の
確
認
を
求
め
る

声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
同

委
員
会
事
務
局
は
管

理
組
合
を
同
法
上
「
中

小
規
模
事
業
者
」
と
す

る
見
方
を
示
し
つ
つ
、

今
後
作
成
す
る
「
解
説

資
料
等
」の
中
で
具
体

的
な
考
え
方
を
明
ら

か
に
す
る
意
向
を
示

し
た
。
同
法
は
今
年
春

ご
ろ
全
面
施
行
の
予

定
。 

◇ 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
通
則
編
）
の
パ
ブ

コ
メ
で
、
管
理
組
合

の
扱
い
等
に
関
す
る

意
見
は
一
般
社
団
法

人
日
本
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
士
会
連
合

会
や
三
井
不
動
産

レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

サ
ー
ビ
ス
な
ど
か

ら
計
５
件
が
寄
せ

ら
れ
た
。 

同
委
員
会
は
考

え
方
と
し
て
「
管
理

組
合
が
個
人
情
報

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等

を
事
業
の
用
に
供

し
て
い
れ
ば
個
人

情
報
取
扱
事
業
者
」
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大

規

模 

修

繕 

「
不
適
切
コ
ン
サ
ル
」
を
非
難 

指
摘
。 

弊
害
と
し
て
①
割

高
な
工
事
費
②
過
剰

な
工
事
内
容
③
不
明

朗
な
工
事
発
注
④
甘

い
工
事
管
理
⑤
不
適

切
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

の
拡
大
再
生
産
⑥
真

面
目
な
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
の
減
少
⑦
業
界

全
体
の
信
用
喪
失
を

挙
げ
、
不
適
切
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
を
「
管

理
組
合
の
支
援
者
と

し
て
の
使
命
感
が
欠

如
し
て
い
る
」
と
批

判
し
て
い
る
。 

現
状
を
放
置
す
る

こ
と
で
業
界
全
体
が

信
用
を
失
い
、
マ
ン

シ
ョ
ン
改
修
業
界
全

体
の
劣
化
・
衰
退
も

招
く
と
危
惧
。
健
全

な
発
展
の
た
め
広
く

問
題
提
起
・
啓
発
す

る
と
し
て
い
る
。 

提
言
はm

a
rta

ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
「
会
報
」

に
掲
載
中 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
問
い
合
わ
せ
フ
ォ

ー
ム
」
か
電
子
メ
ー

ル
で
意
見
を
受
け
付

け
て
い
る
。
ア
ド
レ
ス

…

m
a
n

sio
n

@
m

a
rta

.jp
 

◇ 
m

a
rta

は
マ
ン
シ

ョ
ン
改
修
の
技
術
研

修
等
を
目
的
に
２
０

０
３
年
設
立
。
１
１
月

１
日
現
在
、
個
人
会
員

は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

２
５
人
、
法
人
会
員
は

工
事
会
社
４
９
社
メ

ー
カ
ー
・
資
材
３
３
社

で
構
成
。(

マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
新
聞1

0
2
4

号) 
 

と
指
摘
。
管
理
組
合

の
理
事
等
が
１
０
０

人
以
下
で
、
取
り
扱

う
個
人
の
数
が
過
去

６
月
以
内
の
い
ず
れ

の
日
で
も
５
０
０
０

を
超
え
な
い
場
合

「
中
小
規
模
事
業

者
」
に
該
当
す
る
、

と
示
し
た
。 

総
会
等
の
委
任
状

取
得
の
際
は
「
利
用

目
的
が
明
ら
か
な
た

め
、
必
ず
し
も
利
用

m a r t a 
会報で提言 

個人情報保護法 

１
１
月
３
０
日
発
行
の
会
報
に
掲
載
さ
れ
た
提

言
。「
不
適
切
コ
ン
サ
ル
」
を
放
置
す
れ
ば
改
修
業

界
そ
の
も
の
が
「
取
返
し
の
つ
か
な
い
ダ
メ
ー
ジ

を
受
け
る
」
と
危
惧
し
て
い
る 

目
的
の
明
示
は
必
要

な
い
」
と
し
て
い
る
。 

中
小
規
模
事
業
者

は
安
全
管
理
の
緩
和

措
置
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
通
則
編
）
で
組

織
的
・
人
的
・
物
理

的
・
技
術
的
分
野
の

安
全
管
理
措
置
を
例

示
し
て
い
る
。 

た
だ
パ
ブ
コ
メ
に

は
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
業
者
に
全
面
的
に

個
人
情
報
管
理
を
委

託
し
て
い
る
ケ
ー

ス
」
な
ど
、
管
理
組

合
向
け
に
別
途
の
配

慮
を
求
め
る
意
見
も

寄
せ
ら
れ
た
。 

同
委
員
会
は
こ
う

し
た
意
見
を
踏
ま

え
、
今
後
「
解
説
資

料
等
の
作
成
」
と
い

う
形
で
対
応
す
る
考

え
だ
。(

マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
新
聞1

0
2
4

号) 
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編集後記 

マンション管理組合では築年数が増えればそれに伴って解決すべき課題が増えて来ます。それに伴い、理事会の

役員、特に理事長の心理的、時間的負担は相当なものになります。管理会社は管理委託契約の範囲内のことはや

ってくれますが、それ以外のことは管理組合自身でやるしかありません。問題解決のためマンション管理につい

ての専門知識をその都度勉強して行くことは大変な苦労です。そこで、かかりつけの医者のようなマンション管

理士が身近にいれば時間的、心理的負担が格段に軽減され、どなたでも理事長が務まると思います。（吉田） 

 

２
分
の
１
補
助
も
… 

動
推
進
セ
ン
タ
ー
に

よ
る
と
、
１
４
年
度
等

の
申
請
実
績
は
約
１

０
０
件
で
、
既
存
マ
ン

シ
ョ
ン
が
８
割
強
を

占
め
て
い
た
。
昨
年
９

月
以
降
で
は
申
請
１

０
件
の
ほ
と
ん
ど
が

新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
と

な
り
、
既
存
は
急
減
し

て
い
る
。 

要
因
は
「
お
そ
ら
く

４
月
の
電
力
自
由
化

の
影
響
で
は
」
（
ス
マ

ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
都

市
推
進
担
当
）
と
指
摘

す
る
。 

都
内
の
登
録
事
業

者
は
「
新
電
力
に
切
り

替
え
た
住
戸
を
説
得

す
る
の
は
相
当
難
し

い
。
た
だ
で
さ
え
全
住

民
の
契
約
切
り
替
え

の
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
、

今
後
の
見
通
し
が
つ

か
な
い
」
と
状
況
の

変
化
を
口
に
す
る
。 

た
だ
「
足
か
せ
は

エ
コ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
イ

ト
」
と
話
す
事
業
者

も
い
る
。
家
電
等
の

運
転
を
遠
隔
操
作
で

き
る
が
「
使
え
る
家

電
が
高
級
過
ぎ
て
シ

ス
テ
ム
を
導
入
し
て

も
全
戸
の
１
割
程
度

し
か
利
用
し
て
い
な

い
」
と
話
す
。 

登
録
事
業
者
数
は

経
産
省
の
補
助
事
業

で
２
６
だ
っ
た
が
、

都
の
事
業
で
は
１
５

に
減
っ
て
い
る
。 

都
の
事
業
に
登
録

し
な
か
っ
た
一
括
受

電
の
大
手
事
業
者
は

「
電
気
料
金
の
削
減

率
が
大
き
け
れ
ば
一

括
受
電
の
ニ
ー
ズ
は

今
も
あ
る
。
電
力
自
由

化
だ
け
が
問
題
で
は

な
い
で
し
ょ
う
」
と
指

摘
す
る
。 

都
は
補
助
事
業
の

申
請
を
１
８
年
４
月

ま
で
受
け
付
け
る
。 

「
要
件
の
変
更
は

考
え
て
い
な
い
」
（
同

推
進
担
当
）
と
し
て
い

る
。(

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

新
聞1

0
2
2

号) 

電力自由化が影 
管
理
組
合
が
申
請

で
き
る
東
京
都
の
ス

マ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン

導
入
促
進
事
業
で
、
既

存
マ
ン
シ
ョ
ン
の
申

請
が
ほ
と
ん
ど
な
く

な
っ
た
。
補
助
率
は
ア

ッ
プ
し
た
も
の
の
、

「
新
電
力
に
切
り
替

え
た
住
戸
が
あ
る
と
、

ハ
ー
ド
ル
は
か
な
り

上
が
る
」
と
嘆
く
事
業

者
も
い
る
。 ◇ 

都
は
マ
ン
シ
ョ
ン

の
Ｍ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
（
マ
ン
シ

ョ
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
管

理
シ
ス
テ
ム
）
導
入
支

援
を
目
的
に
１
０
億

円
の
基
金
を
設
置
。
２

０
１
４
年
度
ま
で
経

済
産
業
省
が
設
備
・
工

事
費
用
の
３
分
の
１

を
助
成
を
し
て
い
た

が
、
昨
年
９
月
以
降
、

都
が
単
独
で
２
分
の

１
を
助
成
す
る
手
厚

い
仕
組
み
に
変
わ
っ

た
。 マ

ン
シ
ョ
ン
全
体

の
電
力
消
費
量
を
高

圧

一

括

受

電

で

１

０
％
以
上
削
減
し
、
空

調
等
設
備
の
遠
隔
制

御
を
エ
コ
ー
ネ
ッ
ト

ラ
イ
ト
シ
ス
テ
ム
で

取
り
組
む
の
が
特
徴

だ
。 事

務
局
の
東
京
都

地
球
温
暖
化
防
止
活

「既
存
申
請
」 

ほ
ぼ
ゼ
ロ
に 

東京都 

ス
マ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン 

導

入

促

進

事

業 

２
割
強
で
相
続
放
棄 

日

住

協 

会
員
対
象
に
調
査 
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
へ 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本

住
宅
管
理
組
合
協
議

会
（
日
住
協
）
は
会
員

管
理
組
合
を
対
象
に
、

相
続
放
棄
の
有
無
を

尋
ね
る
調
査
を
行
っ

た
。
回
答
４
６
組
合
中

１
０
組
合
で
計
１
４

件
の
相
続
放
棄
が
あ

っ
た
。
日
住
協
は
簡
易

な
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
作
成
す
る
方
針
だ
。 

調
査
は
１
１
月
上

旬
、
会
員
１
３
９
組
合

に
相
続
放
棄
の
有
無

と
時
期
を
尋
ね
る
ア

ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
４

６
組
合
が
回
答
し
た

（
回
答
率
３
３
％
）。 

相
続
放
棄
の
発
生

は

１

０

組

合

（

２

２
％
）
で
あ
り
、
件
数

は
１
４
。
発
生
時
期
は

５
年
未
満
前
が
５
件
、

５
年
以
上
１
０
年
未

満
前
が
５
件
、
１
０
年

以
上
前
が
４
件
と
、
分

散
し
て
い
た
。
１
０
組

合
の
平
均
築
年
数
は

４
１
年
。 

川
上
湛
永
会
長
は

「
会
員
に
高
経
年
マ

ン
シ
ョ
ン
が
多
く
、
以

前
か
ら
時
々
相
談
を

受
け
る
話
で
は
あ
っ

た
。
件
数
は
予
想
よ
り

も
少
な
い
印
象
」
と
話

す
。 相

続
放
棄
の
問
題

点
に
関
す
る
自
由
回

答
で
は
「
相
続
人
が
不

明
な
場
合
の
調
査
に

時
間
と
費
用
が
か
か

る
。
物
件
に
よ
っ
て
は

売
却
が
困
難
」
「
相
続

放
棄
で
訴
訟
等
の
煩

雑
な
手
間
が
発
生
す

る
」
「
相
続
人
が
弁
護

士
に
一
任
し
、
相
続
財

産
管
理
人
に
よ
り
管

理
費
等
滞
納
が
回
収

で
き
た
」
な
ど
の
指
摘

が
あ
っ
た
。 

相
続
放
棄
で
も
最

終
的
に
売
却
で
買
い

手
が
見
つ
か
れ
ば
よ

い
が
、
買
い
手
も
見
つ

か
ら
な
い
と
ど
う
な

る
か
。
川
上
会
長
は

「
今
後
広
が
り
そ
う

な
問
題
で
、
相
続
人
探

査
や
訴
訟
な
ど
専
門

家
の
力
を
借
り
た
方

が
良
い
場
合
も
あ
り
、

対
応
方
法
に
つ
い
て

弁
護
士
等
と
連
携
し

て
簡
易
な
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
示
し
た
い
」
と
話

し
て
い
る
。(

マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
新
聞

1
0

2
3

号)  


